
 

 

志太広域都市計画地区計画の決定（藤枝市決定） 

 

志太広域都市計画内瀬戸地区計画を次のように決定する。 

 

名    称 内瀬戸地区計画 

位    置 藤枝市内瀬戸、下青島及び上青島の各一部 

面    積 約１１．４ｈａ 

地区計画の目標 

 本地区は、藤枝市西部の国道 1号南側に位置し、隣接する国道 1号沿道と共に、

自動車利用の利便性を生かした商業、サービス施設と戸建て住宅が形成されてい

る。一部未利用地もあり今後、本地区と沿道を一体利用した施設等の立地が見込

まれる。 

このため、自動車の利便性を生かした商業、サービス施設と周辺の住宅地と調

和したまちづくりを行っていくことを目標とする。 

区
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土地利用の

方針 

 

 

魅力ある土地利用を図るため、住宅の周辺環境に配慮した商業・業務地とする。 

 

 

 

 

建築物等の

整備の方針 既存住宅地の住環境を保護するために、建築物の用途の制限を定める。  
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建築物の用

途の制限 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

①マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの。 

 

②畜舎（床面積が１５㎡以下のものを除く。） 
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